
川崎市幸区検察審査員候補者予定者選定要綱 

 

 (趣旨 ) 

第１条 検察審査会法(昭和２３年法律第１４７号。以下「法」という。)

第１０条の規定により川崎市幸区選挙管理委員会が行う検察審査員

候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、法令

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

(選定に関する事務処理) 

第２条 予定者の選定に関する事務は、幸区選挙管理委員会事務室が

これを処理する。 

(予定者の選定) 

第３条 予定者を選定するときは、公職選挙法（昭和２５年法律第１

００号）第１９条に規定する選挙人名簿(以下「名簿」という。)被

登録者（同法第２７条第１項の規定により名簿に同法第１１条第１

項若しくは第２５２条又は政治資金規正法（昭和２３年法律第１９

４号）第２８条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がな

されている者を除く。）の中から検察審査会ごとにくじにより予定

者を選定する。この場合において、当該くじの方法は、磁気ディス

クにより予定者の名簿を調製するための名簿調製プログラムから、

くじ機能を使用し乱数を用いて行う。 

（くじの無効） 

第４条 前条のくじにおいて、既に他の検察審査会の予定者として選

定された予定者と同一の者が抽出された場合は、くじを無効とする。 

(群の編成) 

第５条 法第１０条第１項による群の編成は、１番目の予定者から順

次１人ずつ第１群に必要な員数まで第１群とし、同様に第２群、第

３群及び第４群の順に割り当てる。 

 

附  則  

（施行期日） 

１  この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 



（旧要綱の廃止） 

２  川崎市幸区検察審査員候補者予定者選定要綱（平成２０年９月 

２日施行）は、廃止する。 

附  則  

この要綱は、令和６年９月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


